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子ども・子育て支援法に基づく基本指針（※）の改正案について（概要）

○ 児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏

まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行う「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和

４年法律第66号。以下「改正法」）ことが必要であることから、第208回国会において成立した。

○ この改正法において、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括的な支援を行うこども家庭センターの設置

の努力義務化、支援を要するこどもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）の作成、市区町村における子育て

家庭への支援の充実等が定められた。

○ 当該児童福祉法の改正等を踏まえ、関係する基本指針の規定を改正するとともに、その他所要の規定の整備を行う。

改正の趣旨

※ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て
支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成26年内閣府告示第159号）

１ ．家庭支援事業（子育て世帯訪問支援事業等）の新設・拡充及びの利用勧奨・措置に関する事項の追加

→基本指針に新設した事業の位置づけ等を行うとともに、市町村子ども・子育て支援事業計画において、家庭支援事業の量の

見込み（事業需要量）を設定する際には、利用勧奨・措置による提供も勘案の上、設定すること等を規定。

２．こども家庭センター及び地域子育て相談機関に関する事項の追加

→市町村子ども・子育て支援事業計画の任意記載事項として、こども家庭センターと地域子育て相談機関の設置に努めることや、

これら機関の連携を図ること等を規定。

３．こどもの権利擁護に関する事項の追加

→都道府県子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項として、①児童相談所等が適切に意見聴取等措置をとること、

②都道府県が意見表明等の支援やこども権利擁護に向けた必要な環境の整備を行うことについて規定。

４．その他所要の改正

→基本指針に規定している計画の更新等を踏まえ所要の改正を行う。

改正の概要

※ 根拠法令：子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第60条第１項及び第３項
※ 改正児童福祉法の施行日（令和６年４月１日）に先立ち、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しの時期に合わせて、本年11月頃を目途に公布し、令和６年４月１日に施行することとする。
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１．家庭支援事業の新設・拡充及びの利用勧奨・措置に関する事項の追加

① 新設・拡充のあった家庭支援事業について、所要の箇所に規定する

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

四 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する基本的記載事項

６ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な

市町村との連携に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ、各都道府県の実情に応じた施策及びその実施のために必要な市町村との連携に関する事項を盛り

込むこと。その際、乳児家庭全戸訪問事業、家庭支援事業等の市町村が行う事業は、都道府県が行う専門的な知識等を要する施

策と密接に関連しており、都道府県と市町村は、互いの役割分担や事業の実施状況等を踏まえ、計画策定段階から十分に調整、

連携の上、取組を進める必要があることに留意が必要である。

第四 児童福祉法その他の関係法律による専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策との連携に関する事項

市町村は、協議会の活用等により、特に養育支援を必要とする家庭を把握し、関係機関で情報共有、支援内容の協議等を行い、児

童福祉法第二十四条第五項の規定に基づく措置による保育所又は幼保連携型認定こども園への入所及び教育・保育の確実な利用の支

援、同法第二十一条の十八第二項の規定に基づく家庭支援事業による支援の提供その他の地域子ども・子育て支援事業等の活用等に

よりこれらの家庭への支援を行うほか、都道府県の専門的な支援を必要とする場合には、都道府県と連携して対応する。

※下線部分を改正・追記。その他の箇所についても同様に所要の改正を行う。

〇 改正法において、子育て世帯に対する包括的な支援のため、支援を要する児童や子育て世帯等に対して訪問支援

等を行う家庭支援の事業の創設・支援内容の拡充を行い、併せて市町村がその利用勧奨や措置を必要に応じて行う

こととした。このため、

① 新規３事業（子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業）や拡充した事業を

含む家庭支援事業について、所要の改正を行う。

② 家庭支援事業の量の見込み方を設定する際、利用勧奨・措置により提供する事業量も勘案すべき旨規定する。

概要

改正案
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１．家庭支援事業及び利用勧奨・措置に関する事項の追加

② 家庭支援事業の量の見込み方を設定する際、利用勧奨・措置により提供する事業量も勘案すべき旨規定する。

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

一 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

３ 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況及び利用希望の把握

（二） 現在の利用状況及び利用希望の把握

市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に当たり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の現在の利

用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等（以下「利用希望把握調査等」という。）を行い、これらを踏まえて教

育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な目標設定を行うこと。なお、地域子ども・子育

て支援事業のうち子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点

事業又は親子関係形成支援事業（以下「家庭支援事業」という。）の量の見込みの推計に当たっては、児童福祉法第二十一

条の十八第一項の規定に基づき、当該事業の提供が必要であると認められる者に対して必要な家庭支援事業の利用を勧奨し、

及びその利用ができるよう支援することとされていること、また、同条第二項の規定に基づき、当該勧奨及び支援を行って

も、なおやむを得ない事由により当該勧奨及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、

家庭支援事業による支援を提供することができることを勘案すること。

※下線部分を改正・追記。その他の箇所についても同様に所要の改正を行う。

改正案

3



１．家庭支援事業及び利用勧奨・措置に関する事項の追加

別表第三 地域子ども・子育て支援事業の参酌基準

・ 新規３事業（子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業）を「六 養育支援訪問事業及び要保護児童等に対する

支援に資する事業」に位置付けたうえで、量の見込みの算出に際しての参酌基準を定める

・ 「四 子育て短期支援事業」について、目標事業量設定にあたり参酌すべき基準を、事業の利用実績から利用者の利用希望へ変更する

事項 内容

四 子育て短期支援事業 利用希望把握調査等により把握した、子育て短期支援事業の利用希
望、児童虐待に係る相談に応じた実績、児童福祉法第二十一条の十八
第一項の規定に基づく利用の勧奨及び利用の支援並びに同条第二項に
基づく支援の提供が見込まれる者の数等に基づき、子育て援助活動支
援事業等の他の事業による対応の可能性も勘案しながら、計画期間内
における適切と考えられる目標事業量を設定すること。

六 養育支援訪問事業及び要保護児童等に対する支援に資する事業 児童福祉法第六条の三第五項に規定する要支援児童及び特定妊婦並
びに同条第八項に規定する要保護児童の数、児童虐待に係る相談に応
じた実績、児童福祉法第二十一条の十八第一項の規定に基づく利用の
勧奨及び利用の支援並びに同条第二項に基づく支援の提供が見込まれ
る者の数等を勘案して、計画期間内における適切と考えられる目標事
業量を設定すること。

八 一時預かり事業 利用希望把握調査等により把握した、小学校就学前子どもを一時的
に第三者に預けた日数（幼稚園の預かり保育を利用した日数（幼稚園
の預かり保育を定期的に利用した場合を除く。）を含む。）の実績に、
今後の利用希望を加えたものを勘案して、子育て援助活動支援事業等
の他の事業による対応の可能性も勘案しながら、計画期間内における
適切と考えられる目標事業量を設定すること。

なお、目標事業量の設定に当たっては、児童福祉法第二十一条の十
八に基づき、事業の提供が必要であると認められる者に対して事業の
利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援することとされている
こと、また、やむを得ない事由により利用の勧奨及び支援を行っても
事業の利用が著しく困難であると認めるときは、事業による支援を提
供できることに留意すること。

改正案
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２．こども家庭センター及び地域子育て相談機関に関する事項の追加

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

(一) 児童虐待防止対策の充実

（２） 児童虐待の発生予防・早期発見

市町村における児童虐待の発生予防、早期発見のため、産後の初期段階における母子に対する支援など、支援を必要

とする妊婦への支援を行う。あわせて、乳幼児健康診査の未受診者及び受診後に経過観察等が必要な者、未就園の子ど

も並びに不就学等の子どもに関する定期的な安全確認や、乳児家庭全戸訪問事業の実施等を通じて、妊娠、出産及び育

児期に養育支援等を必要とする子どもや妊婦の家庭を早期に把握し、支援が必要な者に対しサポートプランを作成し、

家庭支援事業等の適切な支援につなげることが重要である。こうした対応を円滑に行えるよう、市町村においては、全

ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行うこども家庭センターを設置し、児童福祉機能と母子保健機

能の緊密な連携を図るとともに、地域子育て相談機関を始めとする地域における相談窓口や地域子育て支援拠点の設置

を促進し、相談窓口の周知・徹底を含めた相談・支援につながりやすい仕組みづくりに努める。

※下線部分を改正・追記。その他の箇所についても同様に所要の改正を行う。

〇 改正法において、市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの一体的な相談支援等を行うこども家庭セン

ターの設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）において地域子育て相談機関の整備に努めることとされた。こ

のため、

① 市町村はこども家庭センターの設置及び地域子育て相談機関の整備に努めることを規定する。

② こども家庭センターを中心とした、地域子育て相談機関を始めとする関係機関の連携について規定する。

③ こども家庭センターでは、必要な場合にサポートプランを作成するなどして、家庭支援事業等の適切な支援

につなげることを規定する。

概要

改正案
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２．こども家庭センター及び地域子育て相談機関に関する事項の追加

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

三 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項

(一) 児童虐待防止対策の充実

（２） 児童虐待の発生予防・早期発見（※前ページからの続き）

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案し

て定める区域（中学校区を目安とする。）ごとに、その住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うこと

ができる地域子育て相談機関の整備に努める。地域子育て相談機関においては、全ての妊産婦、子育て家庭又は子ども

が気軽に相談できる子育て家庭の身近な相談先として、子育て家庭と継続的につながり、支援を行うための工夫を行う

とともに、こども家庭センターとの密接な連携を図る。こうした取組を始めとして、支援を要する妊婦、児童等を発見

した医療機関や学校、福祉関係者等と市町村が効果的に情報の提供及び共有を行うためにこども家庭センターを中心と

した連携体制の構築を図ることが必要である。

４ 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の

推進に関する事項

次に掲げる施策を踏まえつつ、各市町村の実情に応じた施策を盛り込むこと。

また、こども家庭センターは、全ての妊産婦、子育て家庭、子どもへ一体的に相談支援を行い、様々な資源による支援をつなぐ

機能を有することから、子育て支援に関わる関係機関と十分に連携を行うこと。加えて、住民の身近な場所で子育てに関する相談

及び助言を行う地域子育て相談機関は、こども家庭センターと十分に連携することで、子育て家庭を必要な支援につなげるととも

に、地域の住民に対し、子育て支援に関する情報の提供を行うよう努めること。

※下線部分を改正・追記。その他の箇所についても同様に所要の改正を行う。

改正案
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２．こども家庭センター及び地域子育て相談機関に関する事項の追加

改正案

別表第三 地域子ども・子育て支援事業の参酌基準

地域子育て相談機関に対して、利用者支援事業を活用して補助を行うことを想定していることから、

当該事業の量の見込みの算定に際し、地域子育て相談機関を中学校区に一つを目安に整備することを勘案する旨を記載する

事項 内容

一 利用者支援に関する事業 利用希望把握調査等により把握した、子ども・子育て支
援に係る情報提供、相談支援等の利用希望に基づき、子ど
も又は子どもの保護者の身近な場所で必要な支援を受けら
れるよう、地域の実情、関係機関との連携の体制の確保等
に配慮しつつ、計画期間内における適切と考えられる目標
事業量を設定すること。

目標事業量の設定に当たっては、地理的条件、人口、交
通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の
状況等を総合的に勘案して定める区域（中学校区を目安と
する。）ごとに、地域子育て相談機関の整備に努めること
とされていることも考慮すること。
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３．子どもの権利擁護に関する事項の追加

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項

四 都道府県子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項

６ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項並びにその円滑な実施を図るために必要な

市町村との連携に関する事項

（一） 児童虐待防止対策の充実

（１） 子どもの権利擁護

体罰によらない子育て等を推進するため、体罰や暴力が子どもに及ぼす悪影響や体罰によらない子育てに関する理解が

社会で広まるよう、普及啓発活動を行う。また、児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に子どもの最善の利益を考慮

しつつ、その意見又は意向を勘案して措置を行うため、年齢、発達の状況その他の子どもの事情に応じ、適切に子どもの

意見聴取等措置をとることとする。併せて、都道府県は子どもの意見表明等の支援や子ども等からの申立てに基づき児童

福祉審議会等が調査審議及び意見の具申を行う仕組みなど子どもの権利擁護に向けた必要な環境の整備を行う。

〇 改正法において、都道府県知事又は児童相談所長は、入所措置や一時保護等に際し、児童の最善の利益を考慮す

るとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うため、意見聴取等措置をとらなければならないとされた。

また、こどもの意見表明等を支援する事業が新設されるとともに、こどもの権利擁護に係る環境整備が都道府県の

業務として位置付けられた。

このため、こどもの権利擁護に関係する記載に係る所要の改正として、

① 児童相談所等が適切に意見聴取等措置をとることについて規定する。

② 都道府県が意見表明等の支援やこども権利擁護に向けた必要な環境の整備を行うことについて規定する。

概要

改正案
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参考資料
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児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の概要

改正の趣旨

改正の概要

施行期日

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支
援のための体制強化等を行う。

１．子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】

①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター（※）の設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）に

おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成する。
※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。

②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村

が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型

（福祉型、医療型）の一元化を行う。

２．一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】

①一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、
里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。

３．社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】

①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。

②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体（都道府県・政令市）を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

４．児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】

児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることと

する。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。

５．一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】

児童相談所が一時保護を開始する際に､ 親権者等が同意した場合等を除き､ 事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

６．子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】

児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

７．児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組み（日本版DBS）の導入に先駆けた取組強化）等【児童福祉法】

児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、

児童福祉施設等の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項に児童の安全の確保を加えるなど所要の改正を行う。

令和6年4月1日（ただし、5は公布後3年以内で政令で定める日、７の一部は公布後3月を経過した日、令和５年４月１日又は公布後2年以内で政令で定める日）

※当該規定に基づいて、子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。
※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、
その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、施行後２年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

参考
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子ども食堂
ショートステイ
＜レスパイト＞

保育所等
＜保育・一時預かり・病児保育＞

子育てひろば
等

産前産後サポート
産後ケア

訪問家事支援

家や学校以外の
子どもの居場所

様々な資源による
支援メニューにつなぐ

児童相談所協働
こども家庭センター（市区町村）

「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の見直し

※地域の実情に応じ、業務の一部を子育て世帯等の身近な相談機関等に委託可

放課後児童クラブ
児童館

民間資源・地域資源
と一体となった
支援体制の構築

○保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点事業など子育て支援の施設・事業を行う場を想定。

○市町村は区域ごとに体制整備に努める。

障害児支援

地域子育て相談機関

○ 地域子育て相談機関は、相談の敷居が低く、物理的にも近距離にあり、能動的な状況確認等による「子育て世帯と
継続につながるための工夫」を行う相談機関。その整備により、子育て家庭との接点を増やし、子どもの状況把握の
機会を増やすことを趣旨。

○ 特に、子育て家庭の中には、行政機関であるこども家庭センターには直接相談しにくいと感じる家庭もあり得るこ
とから、地域子育て相談機関が、こども家庭センターを補完することを想定しており、法律上、こども家庭センター
と連携・調整を行うこととなっている。

○ 市町村において、社会的条件や子育て関係施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域ごとに整備。

妊産婦 子育て世帯
（保護者）

子ども

医療機関

教育委員会・学校
＜不登校・いじめ相談＞

＜幼稚園の子育て支援等＞

密接な
連携

＜Ｒ４調査研究を実施＞

・子育て世帯と継続的に
つながるための工夫

・こども家庭センター等
との連携方法 等

＜地域子育て相談機関＞
妊産婦、子育て世帯、子どもが気軽に相談できる子育て世帯の身近な相談機関

11



妊産婦 子育て世帯
（保護者）

子ども

こども家庭センター（市区町村）
「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の見直し

子ども食堂 ショートステイ
＜レスパイト＞

保育所等
＜保育・一時預かり・病児保育＞

子育てひろば 等
産前産後サポート

産後ケア

訪問家事支援

家や学校以外の
子どもの居場所

○児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等
○把握・情報提供、必要な調査・指導等
○支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、連絡調整
○保健指導、健康診査等

業
務

様々な資源による
支援メニューにつなぐ

児童相談所協働

※地域の実情に応じ、業務の一部を子育て世帯等の身近な相談機関等に委託可

放課後児童クラブ
児童館

民間資源・地域資源
と一体となった
支援体制の構築

妊産婦、子育て世帯、子どもが気軽に
相談できる子育て世帯の身近な相談機関

○保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て
支援拠点事業など子育て支援を行う施設・事
業を行う場を想定。

○市町村は区域ごとに体制整備に努める。

障害児支援

こども家庭センターの設置とサポートプランの作成（１．①関係）

○ 市区町村において、子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子育て世代包括支援センター（母子保健）の設立の意義
や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関
（こども家庭センター）の設置に努めることとする。
※ 子ども家庭総合支援拠点：635自治体、716箇所、子育て世代包括支援センター：1,603自治体、2,451箇所 （令和３年４月時点）

○ この相談機関では、妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援をつなぐためのマネジメント
（サポートプランの作成）等を担う。
※ 児童及び妊産婦の福祉に関する把握・情報提供・相談等、支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、母子保健の相談等を市区町村の行わな

ければならない業務として位置づけ

医療機関

教育委員会・学校
＜不登校・いじめ相談＞

＜幼稚園の子育て支援等＞

密接な
連携
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子育て短期支援事業

➢ 保護者が子どもと共に入所・利用可能とする。子どもが自ら入所・利用を希望した場合の入所・利用を
可とする。

➢ 専用居室・専用人員配置の推進、入所・利用日数の柔軟化（個別状況に応じた利用日数の設定を可とする）を進める。

子育て世帯訪問支援事業（訪問による生活の支援）

➢ 要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象（支援を要するヤングケアラー含む）
➢ 訪問し、子育てに関する情報の提供、家事・養育に関する援助等を行う。

例）調理、掃除等の家事、子どもの送迎、子育ての助言 等

親子関係形成支援事業（親子関係の構築に向けた支援）

➢ 要支援児童、要保護児童及びその保護者、特定妊婦等を対象
➢ 親子間の適切な関係性の構築を目的とし、子どもの発達の状況等に応じた支援を行う。

例）講義・グループワーク・ロールプレイ等の手法で子どもとの関わり方等を学ぶ（ペアレントトレーニング） 等

児童育成支援拠点事業（学校や家以外の子どもの居場所支援）

➢ 養育環境等の課題（虐待リスクが高い、不登校等）を抱える主に学齢期の児童を対象
➢ 児童の居場所となる拠点を開設し、児童に生活の場を与えるとともに児童や保護者への相談等を行う

例）居場所の提供、食事の提供、生活リズム・メンタルの調整、学習支援、関係機関との調整 等

市区町村における子育て家庭への支援の充実（１．②関係）

地域子ども・子育て

支援事業への位置づけ

✓ 市区町村の計画的整備

✓ 子ども・子育て交付金

の充当

新
設

拡
充

○ 要支援・要保護児童（※１）は約23万人、特定妊婦（※２）は約0.8万人とされる中、支援の充実が求められている。
※１ 保護者への養育支援が特に必要、保護者による監護が不適当な児童 ※２ 出産前において出産後の養育支援が必要な妊婦

○ 地域子ども・子育て支援事業において、訪問型支援、通所型支援、短期入所支援の種類・量・質の充実を図るととも
に、親子関係の構築に向けた支援を行う。

○ 市区町村において計画的整備を行い、特に、支援が必要な者に対しては市区町村が利用勧奨・措置を実施する。

一時預かり事業

➢ 子育て負担を軽減する目的（レスパイト利用など）での利用が可能である旨を明確化する。 13



子どもの意見聴取等の仕組みの整備（４．関係）

＜児童相談所や児童福祉施設における意見聴取等＞

➢ 都道府県知事又は児童相談所長が行う在宅指導、里親委託、施設入所等の措置、指定発達支援医療機関への委託、一時保
護の決定時等（※）に意見聴取等を実施

※ 措置等の解除、停止、変更、期間の更新の時点についても同様。一時保護など緊急で意見聴取等の時間がない場合は事後も許容。

➢ 子どもの最善の利益を考慮するとともに、子どもの意見又は意向を勘案して措置等を行うために、あらかじめ、年齢、
発達の状況その他の子どもの事情に応じ意見聴取その他の措置を講じなければならない。

＜意見表明等支援事業（都道府県等の事業※都道府県、政令市、児相設置市）＞

➢ 児童相談所長等の意見聴取等の義務の対象となっている子ども等を対象

➢ 子どもの福祉に関し知識又は経験を有する者（意見表明等支援員）が、意見聴取等により意見又は意向を把握するとと
もに、それを勘案して児童相談所、都道府県その他関係機関との連絡調整等を行う。

＜子どもの権利擁護に係る環境整備＞

➢ 都道府県知事又は児童相談所長が行う意見聴取等や入所措置等の措置、児童福祉施設等における処遇について、都道
府県の児童福祉審議会等（※）による調査審議・意見具申その他の方法により、子どもの権利擁護に係る環境を整備する
ことを、都道府県等の業務とする。

※ 児童福祉法に基づき都道府県に設置され、子ども等の福祉に関する事項を調査審議し、また関係行政機関に意見具申することができる。

○ 都道府県等において、引き続き、子どもの権利擁護の取組みを推進するため、

① 子どもの権利擁護の環境整備を行うことを都道府県等の業務として位置づけ、

② 都道府県知事又は児童相談所長が行う措置等の決定時において、子どもの意見聴取等を行うこととし、

③ 子どもの意見表明等を支援するための事業を制度に位置づけ、その体制整備に努めることとする。
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